様式第１号　別紙３

令和　　　年　　　月　　　日

　岡山県知事　様

申請者
所在地　〒

名称
代表者氏名 　　　 　　　　　　


交付要件の確認書兼同意書

おかやま働き方改革推進応援金交付要綱第５条の規定に基づく交付の申請にあたり、次の交付要件をすべて満たしています。また、次の同意事項について、すべて同意します。

記

１　交付要件の確認事項
(1)　次のいずれにも該当しません。（いわゆる「みなし大企業」でないこと。） 
ア  発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の中小企業
　以外の企業（以下「大企業」という。）が所有している中小企業者 
イ  発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有し
　ている中小企業者 
ウ  大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占め
　ている中小企業者

(2)　県税に滞納はありません。（証明書を添付）

(3)　県暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団構成員等ではありません。
　　（誓約書を添付）

(4)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業又はこれらに類する事業を行っていません。

(5)　申請時において岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けていません。

(6)　申請時において民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てを行っていません。

(7)　過去１年間に労働関係法令に違反していません。

(8)　おかやま働き方改革推進応援金交付要綱等を確認し、すべての交付要件を満たしているとともに、申請書類等の内容に虚偽や不正等はありません。

(9)　テレワーク制度については、令和８年３月３１日以前に一度も導入したことはありません。

(10)　〈勤務間インターバル制度導入加算を申請する場合〉
勤務間インターバル制度については、令和８年３月３１日以前に一度も導入したことはありません。


２　同意事項
(1) この申請書の記載内容について、県がこの応援金の事務を行うため国（岡山労働局）に照会・確認すること。

(2)　応援金の申請に係る証拠書類を応援金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後５年間保管するとともに、県から追加書類の提出や調査、報告・是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じること。

(3)　書類の不備等があり、申請者が必要な書類の提出又は関係書類の補正等について、県が示した期限までに是正に応じない場合や連絡が取れない場合は、申請が取り下げられたものとみなすこと。

(4)　県が実施する働きやすい職場環境づくり促進に係る事業等に協力すること。

(5)　働きやすい職場環境づくりに関するアンケートの内容を未記名で公表すること。
